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指定地域密着型サービス事業所の指定更新について  

※指定更新にあたり実施する運営指導を実施中であるため、人員基準や

実地指導の結果等について記載した資料は、当日配布いたします。  

１  指定更新に関する運営協議会の役割  

  市区町村の長は地域密着型サービス事業所の指定更新に当たり、あ

らかじめ被保険者等の意見を反映させるための必要な措置を講じるよ

う努める必要があります。  

  そこで、地域密着型サービスの適正な運営を確保するため設置され

る運営協議会（委員会）において意見を求め、質の確保や運営評価等

の必要事項を協議することにより、必要な措置を講じることとしてい

ます。  

   

２  地域密着型サービスについて  

  地域密着型サービスは、高齢者が中重度の要介護状態となっても、

可能な限り住み慣れた自宅又は地域で生活を継続できるようにするた

め、身近な市区町村で提供されるサービスです。  

  事業者はその特性を活かし、地域に沿ったサービスを提供すること

で、被保険者のニーズにきめ細かく応えることができると期待されて

います。  

当該サービスは、提供市区町村の長による事業所指定を受けること

で、当該事業所を利用する被保険者に対する保険給付を受けることが

でき、また指定基準に沿って運営がされているか定期的に確認するた

め、指定の効力に６年間の期限が設けられています。  

そのため、指定の有効期限満了日の経過後も事業所・施設の運営を

継続する場合には、介護保険法の規定に基づく指定の更新を受ける必

要があります。  

  

３  指定の更新にあたって実施する運営指導について  

  本市では、指定更新前に運営指導を実施しています。本市運営指導

では、法令等によって定められた介護報酬及び人員、設備、運営に関

する基準に従って運営されているか、事業者と確認しつつ、サービス

の質の確保及び適正化を図るものです。  

資料６  
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４  申請内容  

①  グループホームソラスト流山  

事
業
所 

 

名称  グループホームソラスト流山  

所在地  流山市名都借１０６８番地８  

指定更新年月日  

令和５年７月１日  

（今回の運営協議会で意見を聴取、反映し、指

定更新手続きを進めます。）  

指定を受ける  

サービス  

（介護予防）認知症対応型共同生活介護  

認知症（急性を除く）の高齢者に対して、

共同生活住居で、家庭的な環境と地域住民

との交流の下、入浴・排せつ・食事等の介

護などの日常生活上の世話と機能訓練を行

い、能力に応じ自立した日常生活を営める

ようにするもの。  

申

請

者 

名称  株式会社ソラスト  

事務所所在地  東京都港区港南１丁目７番１８号  

代表者職氏名  代表取締役  藤河  芳一  

人
員 

管理者  １名（常勤１名）  

計画作成担当者  ３名（非常勤３名）  

介護職員  １２名（常勤２名、非常勤１０名）  

主
な
掲
示
事
項 

居室数 ９室（うち個室９室） 

利用定員  ９名 

利用料  介護報酬告示上の額の１割～３割  

その他の費用  

食費、理美容代、オムツ代、定期健康診断

料、予防接種料、行事用費用、個人的な外

出時の車利用代、部屋代、共益費、その他

個人的な出費  

通常事業実施地域  流山市  
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運営指導結果について  

運営指導  

結果概要  
基準違反なし  

指 導 実 施 日 令和５年５月１１日  

指導した

主な内容

と  

改善内容  

人員
基準  特になし  

設備
基準  特になし  

運営
基準  

・施設サービス計画書等の記入漏れがないよう整備す

ること  

・運営推進会議は、市へ報告すること  

・外部評価結果は、市が指定する期日まで報告するこ

と  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

②小規模多機能型居宅介護  ソラスト流山  

事
業
所 

 

名称  小規模多機能型居宅介護  ソラスト流山  

所在地  流山市名都借１０６８番地２  

指定更新年月日  

令和５年７月１日  

（今回の運営協議会で意見を聴取、反映し、指

定更新手続きを進めます。）  

指定を受ける  

サービス  

（介護予防）小規模多機能型居宅介護  

利用者の心身の状況や置かれている環境

に応じて、利用者の選択に基づき、居宅に

訪問し、または拠点に通わせ、もしくは拠

点に短期間宿泊させ、入浴・排せつ・食事

等の介護、調理・洗濯・掃除等の家事等や

機能訓練を行うもの。  

申

請

者 

名称  株式会社ソラスト  

事務所所在地  東京都港区港南１丁目７番１８号  

代表者職氏名  代表取締役  藤河  芳一  

人
員 

管理者  １名（常勤１名）  

介護支援専門員  ２名（非常勤２名）  

看護職員  １名（非常勤１名）  

介護職員  １８名（常勤４名、非常勤１４名）  

主
な
掲
示
事
項 

営業日 

営業時間 

月曜日から日曜日（３６５日） 

訪問：随時 

通い：９：３０～１７：００ 

宿泊：１７：００～９：００ 

利用定員  

登録定員：２６名 

通い定員：１５名 

宿泊定員： ５名 

利用料  介護報酬告示上の額の１割～３割  

その他の費用  食費、宿泊費、オムツ代  

通常事業実施地域  流山市  
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運営指導結果について  

運営指導  

結果概要  
基準違反なし  

指 導 実 施 日 令和５年５月１１日  

指導した

主な内容

と  

改善内容  

人員
基準  特になし  

設備
基準  特になし  

運営
基準  

・運営規定及び重要事項説明書に通常の事業の実施地

域を記載すること  

・居宅サービス計画書の第６表（サービス利用票）を

正確に作成すること。  
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 ③医療法人財団東京勤労者医療会いちごいちえ  

事
業
所 

 

名称  医療法人財団東京勤労者医療会いちごいちえ  

所在地  流山市下花輪４０９番地の６－３階  

指定更新年月日  

令和５年８月１日  

（今回の運営協議会で意見を聴取、反映し、指

定更新手続きを進めます。）  

指定を受ける  

サービス  

看護小規模多機能型居宅介護  

退院後の在宅生活への移行や、看取り期

の支援、家族に対するレスパイト等への対

応等、利用者や家族の状態やニーズに応じ、

主治医との密接な連携のもと、医療行為も

含めた多様なサービスを２４時間３６５日

提供するもの。  

申

請

者 

名称  医療法人財団東京勤労者医療会  

事務所所在地  東京都渋谷区千駄ヶ谷１丁目３０番７号  

代表者職氏名  理事長  下  正宗  

人
員 

管理者  １名（常勤１名）  

介護支援専門員  ２名（常勤２名）  

看護職員  ６名（常勤５名、非常勤１名）  

介護職員  １３名（常勤７名、非常勤６名）  

主
な
掲
示
事
項 

営業日 

営業時間 

月曜日から日曜日（３６５日） 

日中サービス： ６：００～２１：００ 

夜間サービス：２１：００～ ６：００ 

訪問介護  ：２４時間 

訪問看護  ： ８：４５～１６：４５ 

利用定員  

登録定員：２９名 

通い定員：１８名 

宿泊定員： ９名 

利用料  介護報酬告示上の額の１割～３割  

その他の費用  

食費、宿泊費、オムツ代、レクリエーショ

ンやクラブ活動にかかる費用、エンゼルケ

ア代、その他日常生活上必要となる費用  



7 

 

通常事業実施地域  流山市  

運営指導結果について  

運営指導  

結果概要  
基準違反なし  

指 導 実 施 日 令和５年５月９日  

指導した

主な内容

と  

改善内容  

人員
基準  

特になし  

設備
基準  

特になし  

運営
基準  ・運営推進会議は必要回数開催すること。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


